
告 示

〇北海道個人情報保護条例により道が出資する法人のうち実施機関が定める法人の一部
改正……………………………………………………………………………（法制文書課） ２５
〇土地改良区の役員の退任の届出……………………………………………（農業支援課） ２５
〇土地改良事業計画の変更の認可……………………………………………（農業支援課） ２５
〇農林水産大臣権限に係る保安林の指定の予定…………………………………（治山課） ２６
〇知事権限に係る保安林の指定の解除……………………………………………（治山課） ２６
〇知事権限に係る保安林の指定施業要件の変更の予定…………………………（治山課） ２６
〇道路の供用の開始…………………………………………………………………（道路課） ２７
〇道路の区域の決定及び供用の開始………………………………………………（道路課） ２７
〇土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定……………………（砂防災害課） ２７
〇北海道の指定金融機関及び収納代理金融機関の一部改正……………………（経理課） ２８
〇特定調達契約に係る入札の公告……………………………………（会計事務センター） ２８

支 庁 告 示

〇特定調達契約に係る入札の公告（２件）…………………………………………………… ２９
〇特定調達契約に係る落札者等の公示………………………………………………………… ３２

道教育庁石狩教育局告示

〇特定調達契約に係る入札の公告……………………………………………………………… ３２
道監査委員公表

〇監査公表第１３号………………………………………………………………………………… ３３
〇監査公表第１４号………………………………………………………………………………… ３３
〇監査公表第１５号………………………………………………………………………………… ３３

告 示

北海道告示第６９９号

平成２０年北海道告示第７５２号（北海道個人情報保護条例により道が出資する法人のうち実
施機関が定める法人）の一部を次のように改正する。
平成２１年１０月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ
「財団法人北海道農業開発公社（昭和４５年６月１日に財団法人北海道農業開発公社という
財団法人北海道体育文化協会（昭和４７年８月１日に財団法人北海道体育文化協会という

名称で設立された法人をいう。）
名称で設立された法人をいう。）」

を「財団法人北海道農業開発公社（昭和４５年６月１日に

「社団法人北海
財団法人北海道農業開発公社という名称で設立された法人をいう。）」に、

社団法人北海
道産炭地域振興センター（昭和４７年１１月６日に社団法人北海道産炭地域振興基金協会という
道軽種馬振興公社（昭和５１年６月２１日に社団法人北海道軽種馬振興公社という名称で設立さ
名称で設立された法人をいう。）
れた法人をいう。） 」

を「社団法人北海道産炭地域振興センター（昭和４７年１１

月６日に社団法人北海道産炭地域振興基金協会という名称で設立された法人をいう。）」に、
「財団法人北海道中小企業総合支援センター（昭和５４年８月２４日に財団法人北海道中小企業
財団法人北海道高齢者問題研究協会（昭和５９年４月５日に財団法人北海道高齢者問題研究
振興公社という名称で設立された法人をいう。）
協会という名称で設立された法人をいう。） 」

を「財団法人北海道中小企業総合支援セ

ンター（昭和５４年８月２４日に財団法人北海道中小企業振興公社という名称で設立された法人
「財団法人北海道住宅管理公社（昭和６３年６月４日に財団法人北海道住宅

をいう。）」に、
財団法人道民活動振興センター（平成３年７月３１日に財団法人道民活動

管理公社という名称で設立された法人をいう。）
振興センターという名称で設立された法人をいう。）」

を「財団法人北海道住宅管理公社

（昭和６３年６月４日に財団法人北海道住宅管理公社という名称で設立された法人をい
う。）」に改める。

北海道告示第７００号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、南るもい土地改良区か
ら、次のとおり役員の退任の届出があった。
平成２１年１０月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ
退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
平成２１．９．２８ 理 事 伊 藤 � 男 留萌郡小平町字寧楽１１７２番地

北海道告示第７０１号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、平成２１年１０月７日、東
和土地改良区の行う土地改良（維持管理）事業の土地改良事業計画の変更を認可した。
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平成２１年１０月１６日
北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第７０２号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２１年１０月１６日
北海道知事 高 橋 はるみ

１� 保安林予定森林の所在場所 礼文郡礼文町大字船泊村字レタリヲタ４８９の１地先
（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所 �別市高根町７３（次の図に示す部分に限る。）、４の
１から４の３まで、１６の１、１６の２、１７、１９の１、１９の
２、２０、２１、２３の２

� 指 定 の 目 的 水源のかん養
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐に係る伐採種は、定めない。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課並びに�別市役所及び礼文町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７０３号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。

平成２１年１０月１６日
北海道知事 高 橋 はるみ

１� 解除に係る保安林の所在場所 様似郡様似町字幌満１０９の１（次の図に示す部分に
限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 解 除 の 理 由 道路用地とするため
２� 解除に係る保安林の所在場所 河東郡上士幌町字上音更１４６の３（次の図に示す部

分に限る。）、１４６の２、１４６の４
� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 解 除 の 理 由 用排水路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を関係支庁産業振興部林務課及び関係町役場に備え置
いて縦覧に供する。）

北海道告示第７０４号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２１年１０月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
虻田郡豊浦町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
豊浦町（次の図に示す部分に限る。）

	 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

虻田郡豊浦町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
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� 主伐は、択伐による。

	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

紋別郡興部町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 風害の防備

� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件

ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係支庁産業振興

部林務課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第７０５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。

その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道室蘭土木現業所に備え置いて、告

示の日から２週間、一般の縦覧に供する。

平成２１年１０月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 三岩日高線 沙流郡日高町字富岡４４０番４地先から 平成２１．１０．１９

沙流郡日高町若葉町２丁目１０５番１地先まで

北海道告示第７０６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により道路の区域を次のとおり決定
し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道網走土木現業所に備え置いて、告
示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成２１年１０月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 道路の種類 道道
２ 路 線 名 相生津別停車場線
３ 道路の区域
区 間 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
網走郡津別町字双葉１６番２地先（一般国道２４０号交点）から １６．００から ５，１８８．８８ 一般国道２４０号
網走郡津別町字東３条５６番１地先まで １８．００まで 重複Ｌ＝４，８２２．８８

北海道告示第７０７号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７

号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災

害特別警戒区域として指定する。

平成２１年１０月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ

１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

小�豊川１（�－１－７１－６０８）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示

小�市豊川町（次の図のとおり）
� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

次の図のとおり

２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

小�末広２（�－１－８１－６１８）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示

小�市末広町（次の図のとおり）
� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

次の図のとおり

３� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

小�石山１－�（�－１－９２－６２９）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示

小�市石山町（次の図のとおり）
� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
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� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

４� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
小�錦�（�－１－９７－６３４）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
小�市錦（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

５� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
小�稲穂５丁目２（�－１－１００－６３７）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
小�市稲穂５丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

（「次の図」は省略し、その図面を北海道小�土木現業所及び小�市役所に備え置いて縦
覧に供する。）

北海道告示第７０８号

平成１０年北海道告示第１９４２号（北海道の指定金融機関及び収納代理金融機関）の一部を次
のように改正する。
平成２１年１０月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ
２ 収納代理金融機関の項えんゆう農業協同組合の事項中「同 上湧別町」を「同」に
改める。

北海道告示第７０９号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２１年１０月１６日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
ア パーソナルコンピュータ １０台
イ パーソナルコンピュータ １１台
ウ パーソナルコンピュータ １２４台
エ パーソナルコンピュータ ３０台

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
� 納 入 期 日 平成２１年１２月２５日
� 納 入 場 所 入札説明書による。
� 電子入札に関する事項 この入札は、原則として、入札書その他の書類の提出を電

子入札システムを利用して行うこと。ただし、電子入札シス
テムにより難い場合は、事前の申込みにより、紙の手続によ
る参加を認める。

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２１年北海道告示第８号に規定する物品の購入の資格を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
３ 契約条項を示す場所
北海道出納局会計事務センター

４ 入札執行の日時等
� 入 札 開 始 日 時 平成２１年１１月６日 午前９時
� 入札書提出締切日時 平成２１年１１月１０日 午後３時

ただし、紙により提出する場合で、持参によるときは、次の
開札場所に開札予定日時に提出すること。送付によるときは、
郵便番号０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道出
納局会計事務センターに平成２１年１１月９日まで必着とする。

� 開 札 場 所 北海道出納局会計事務センター
� 開 札 予 定 日 時 平成２１年１１月１１日 午後３時
５ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�及び�による。

６ 一連の調達契約に関する事項
� この契約による調達後において調達が予定される物品等の名称、数量及びその入札の
公告の時期
ア 名 称 及 び 数 量 パーソナルコンピュータの売買 ３００台
イ 予 定 時 期 平成２２年１月ころ
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� この契約を含む一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告
平成２１年１月１６日付け北海道告示第３０号

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 電子入札システム上及び北海道出納局会計事務センター
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量１００グラムに見
合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、北海道出納局会計事務センターのホームページ
（http : //www.pref.hokkaido.lg.jp/st/kjc/kjc2．htm）においてダウ
ンロードすることができる。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。

９ 入札参加申請書の提出
� 提 出 の 時 期 電子による場合は、平成２１年１０月１６日から同年１１月４日まで

のうち、開庁日及び土曜日の午前８時から午後１１時まで。ただ
し、同年１０月１６日は午前９時から、同年１１月４日は午後５時ま
で。
紙による持参の場合は、平成２１年１０月１６日から同年１１月４日
までのうち、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭
和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除き、毎日の午前９時
から午後５時まで。ただし、同年１１月４日は午後３時まで。
紙による送付の場合は郵便番号０６０－８５８８ 札幌市中央区北
３条西７丁目 北海道出納局会計事務センターに平成２１年１１月
２日必着とする。

� 提 出 場 所 電子入札システム上及び北海道出納局会計事務センター
１０ そ の 他

平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、�、�及び�から�までによるほか、次に
よる。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道出納局会計事務センター
� 所 在 地 郵便番号０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号０１１－２０４－５０７６
１１ Summary

Ａ．Nature and quantity of the products to be procured :

ａ．Personal Computer 10

ｂ．Personal Computer 11

ｃ．Personal Computer 124

ｄ．Personal Computer 30

Ｂ．Bid tendering date and time : 3 : 00 P.M., November 11, 2009

(Mailed bids must arrive no later than November 9, 2009)

Ｃ．Contact : Accounting Administration Center, Treasury Bureau, Hokkaido Government

Nishi 7-Chome, Kita 3-jo, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido 060-8588 Japan

Phone : 011-204-5076

支 庁 告 示

北海道上川支庁告示第１２７号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２１年１０月１６日

北海道上川支庁長 坂 口 収
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
ア 除雪トラック ２台
（交換契約により除雪ドーザー１台（５ｔ）を契約の相手方に供し、除雪トラック
２台（１０ｔ専用６×６－ＳＧ１Ｗ）を当該契約の相手方から調達する。
イ 小型ロータリー除雪車（１．３／７００ｔ） １台
ア及びイについては、それぞれの入札とする。

� 調達をする物品等の仕様等 入札書による。
� 納 入 期 限 平成２２年３月３１日（水）
� 納 入 場 所 北海道旭川土木現業所事業部事業課
２ 入札参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２１年北海道告示第８号に規定する物品の購入の資格を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 当該調達物品又はこれと同様の類似品等に係る相当数の納入実績等があることを証明
した者であること。
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� 当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナスの体制が整備されてるこ
とを証明した者で有ること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規
定による条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウま
でに定めるところにより、２の�及び�に掲げる資格を有するかどうかの審
査を申請しなければならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２１年１０月１６日（金）から同年１１月５日（木）まで（日曜

日、土曜日及び国民の祝日に関する法令（昭和２３年法律第１７８
号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時ま
で

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号０７９－８６１３ 旭川市永山６条１９丁目１番１号 北海
道旭川土木現業所企画総務部総務課

� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道旭川土木現業所企画総務部総務課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 旭川市永山６条１９丁目１番１号 北海道上川合同庁舎３階会

議入札室（郵送による場合は、郵便番号０７９－８６１３ 旭川市永
山６条１９丁目１番１号 北海道旭川土木現業所企画総務部総務
課）

� 入 札 日 時 平成２１年１１月１７日（火）１１時（送付による場合は、同月１６日
（月）必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
� 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�及び�による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量１７０グラムに見
合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、

契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、電子メール送信による交付を希望する場合は、契約に
関する事務を担当する組織に電子メール（kikuchi.kazuaki@pref.

hokkaido.lg.jp）で申し込むこと。
８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。

９ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�から�まで及び�から�までによるほか、次
による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道旭川土木現業所企画総務部総務課
� 所 在 地 郵便番号０７９－８６１３ 旭川市永山６条１９丁目１番１号

電話番号０１６６－４６－４９０８
１０ Summary

Ａ．Nature and quantity of the products to be purchased :

ａ．Snow Removing Truck (10 tons class, 6 wheels-drive, Attaching variab1snow plow,

variab1 snow scraper blade and one-way side-plow) Quantity 2

ｂ．Rotary Snow Remover (Rotary plow length 1.3 meters, Maximum snow removing

capacity : 700 tons per an hour class) Quantity 1

Ｂ．Bid tendering date and time : 11 : 00 A.M, November 17, 2009

(If mailed, bids must arrive no later than November 16, 2009)

Ｃ．Contact : General Affairs Division, Planning and General Affairs Department, Asahikawa

District Public Works Management Office, 6-19-1-1 Nagayama Asahikawa-City Hokkaido,

079-8613 Japan

Phone : 0166-46-4908

北海道留萌支庁告示第８０号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２１年１０月１６日

北海道留萌支庁長 西 田 俊 夫
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
ア 除雪トラック １台
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（交換契約により除雪トラック１台（１０ｔ級、６×６・（Ｓ）・Ｇ・２Ｗ）を契約
の相手方に供し、除雪トラック１台（１０ｔ級、６×６・（Ｓ）・Ｇ・２Ｗ）を当該契
約の相手方から調達する。）

イ 凍結防止剤散布車（湿式４．０� ４ＷＤ） １台
ア及びイについては、それぞれの入札とする。

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
� 納 入 期 日 平成２２年３月２５日（木）
� 納 入 場 所
ア 北海道留萌土木現業所遠別出張所
イ 北海道留萌土木現業所事業部事業課

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２１年北海道告示第８号に規定する物品の購入の資格を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 当該調達物品又はこれと同等の類似品等に係る相当数の納入実績等があることを証明
した者であること。

� 当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の�及び�に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２１年１０月１６日（金）から同年１１月１６日（月）まで（日曜

日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
号）に規定する休日除く。）の毎日午前９時から午後５時まで

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号０７７－８５８５ 留萌市住之江町２丁目１番２号
北海道留萌土木現業所企画総務部総務課

� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道留萌土木現業所企画総務部総務課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 留萌市住之江町２丁目１番２号 北海道留萌合同庁舎３階入

札室（送付による場合は、郵便番号０７７－８５８５ 留萌市住之江
町２丁目１番２号 北海道留萌土木現業所企画総務部総務課）

� 入 札 日 時 平成２１年１１月２６日（木）午後１時３０分（送付による場合は、
同月２５日（水）必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
� 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�及び�による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、電子メール送信による交付を希望する場合は、契約に
関する事務を担当する組織に電子メール（satou.manabu1@pref.

hokkaido.lg.jp）で申し込むこと。
８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。

９ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、�から�まで及び�から�までによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道留萌土木現業所企画総務部総務課
� 所 在 地 郵便番号０７７－８５８５ 留萌市住之江町２丁目１番２号

電話番号０１６４－４２－８３４２
１０ Summary

Ａ．Nature and quantity of the products to be purchased :

ａ．Snow Removing Truck (10 tons class, 6 wheels-drive. Attaching one-way snow plow,

snow scraper blade and two-way side-plow) Quantity 1

ｂ．Truck Mounted Spreader (Wet Spreading Type, Hopper capacity : 4.0 cubic meters,

4-wheels drive) Quantity 1

Ｂ．Bid tendering date and time : 1 : 30 P.M., November 26, 2009

(If mailed, bids must arrive no later than November 25, 2009)

Ｃ．Contact : General Affairs Division, Planning and General Affairs Department, Rumoi District

Public Works Management Office, 2-chome, Suminoechou, Rumoi, Hokkaido, 077-8585

Japan

Phone : 0164-42-8342
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北海道十勝支庁告示第１１１号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２１年１０月１６日

北海道十勝支庁長 竹 林 孝
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
貨物兼乗用自動車 １台

２ 落札を決定した日
平成２１年１０月２日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 トヨタカローラ帯広株式会社
� 住 所 帯広市大通２丁目１番地
４ 落札金額
９４５，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２１年９月８日付け北海道十勝支庁告示第９９号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道十勝支庁地域振興部総務課
� 所在地 帯広市東３条南３丁目

道教育庁石狩教育局告示

北海道教育庁石狩教育局告示第４３号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２１年１０月１６日

北海道教育庁石狩教育局長 宮 内 敏 文
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量（１月当たりの単価）
パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 １２６台（高等学校普通科用）

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び要求仕様書による。
� 契 約 期 間 平成２２年１月１２日から平成２７年１２月２８日まで。ただし、予算

の範囲内で当該契約期間を変更することがあり得る。

� 納 入 期 限 平成２２年１月１２日（火）
� 納 入 場 所 北海道札幌北陵高等学校、北海道札幌稲雲高等学校及び北海

道野幌高等学校
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２１年北海道告示第８号に規定する物品の賃貸借の資格を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。

� 当該調達物品に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明した者で
あること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の�及び�に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２１年１０月１６日から同年１１月１６日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す
る休日を除く。）の毎日午前８時４５分から午後５時３０分まで

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号０６０－８５４９ 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道
教育庁石狩教育局企画総務課

� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道教育庁石狩教育局企画総務課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁別館西棟５階９号会

議室（送付による場合は、郵便番号０６０－８５４９ 札幌市中央区
北３条西７丁目 北海道教育庁石狩教育局企画総務課）

� 入 札 日 時
ア 平成２１年１１月２６日（木）午前１０時（送付による場合は、同月２５日（水）までに必
着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
� 開 札 日 時 �に同じ。
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６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量１６０グラムに見
合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、電子メールによる交付を希望する場合は、契約に関す
る事務を担当する組織にその旨を電子メール（shimizu.takanori

@pref.hokkaido.lg.jp）で申し込むこと。
８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
北海道財務規則（昭和４５年北海道規則第３０号）第１５１条第１項の規定により定めた予定
価格（１月当たりの単価）の制限の範囲内で最低の価格（１月当たりの単価）をもって入
札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。
９ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、�から�まで及び�から�までによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道教育庁石狩教育局企画総務課
� 所在地 郵便番号０６０－８５４９ 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号０１１－２０４－５８７０
１０ Summary

Ａ．Nature and quantity of the products to be procured :

Personal Computer 126 1 set

Ｂ．Bidding date and time : 10 : 00 A.M., November 26, 2009

(If mailed, bids must arrive no later than November 25)

Ｃ．Contact : Accounting Division, General Affairs Department, Ishikari District Bureau of

Education, Hokkaido Office of Education Nishi 7, kita 3, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido,

060-8549, Japan

Phone : 011-204-5870

道 監 査 委 員 公 表

監査公表第１３号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第４項の規定により、住民監査請求に係る監
査の結果を次のとおり公表する。
（「次のとおり」は省略し、その関係書類は、北海道監査委員事務局総括監査課、北海道
の本庁（行政情報センター）及び各支庁（石狩支庁を除く。）に備え置いて一般の縦覧に供
する。）
平成２１年１０月１６日

北海道監査委員 沢 岡 信 広
北海道監査委員 喜 多 龍 一
北海道監査委員 見 野 全
北海道監査委員 坂 本 人 士

監査公表第１４号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第４項の規定により、住民監査請求に係る監
査の結果を次のとおり公表する。
（「次のとおり」は省略し、その関係書類は、北海道監査委員事務局総括監査課、北海道
の本庁（行政情報センター）及び各支庁（石狩支庁を除く。）に備え置いて一般の縦覧に供
する。）
平成２１年１０月１６日

北海道監査委員 見 野 全
北海道監査委員 坂 本 人 士

監査公表第１５号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第４項の規定により、住民監査請求に係る監
査の結果を次のとおり公表する。
（「次のとおり」は省略し、その関係書類は、北海道監査委員事務局総括監査課、北海道
の本庁（行政情報センター）及び各支庁（石狩支庁を除く。）に備え置いて一般の縦覧に供
する。）
平成２１年１０月１６日

北海道監査委員 見 野 全
北海道監査委員 坂 本 人 士
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